
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 県税の収入及び県民の税負担の 

状況 
 

 

 

 

 

県の行政経費については、県税等を通じて、県民の皆様に負担してい

ただいています。 

ここでは、一般会計歳入のうち、県民の皆様に納めていただいている

県税について、収入の状況、県民１人当たりの税負担額、県民所得に  

対する割合等を説明します。 





 

 

第５ 県税の収入及び県民の税負担の状況         

１ 県税の収入状況 
 

(1) 令和４年度（2022年度）の決算 

令和４年度（2022年度）の収入決算状況は、図１（36ページ）及び付表 14（90ページ）

のとおりです。 

まず、調定額は 170,906 百万円で、前年度に比べて 1,534 百万円（0.9％）の増となっ

ています。 

主な要因としては、半導体関連産業の好調な業績による法人事業税の増が挙げられます。 

調定額の大きいものを税目ごとに見ますと、法人事業税 44,563 百万円（対前年度比

111.1％）が最も大きく、個人県民税 42,844 百万円（同 99.9％）、地方消費税 30,146 百

万円（同 88.1％）、自動車税（種別割）22,290百万円（同 101.1％）がこれに続いていま

す。 

収入額は 169,170 百万円で、前年度に比べて 1,548 百万円（0.9％）の増となっていま

す。 

収入額の大きいものを税目ごとに見ますと、法人事業税 44,377 百万円（対前年度比

111.1％）が最も大きく、個人県民税 41,656 百万円（同 99.9％）、地方消費税 30,146 百

万円（同 88.1％）、自動車税（種別割）22,177百万円（同 101.0％）がこれに続いていま

す。 

なお、平成 17年度（2005年度）から導入した産業廃棄物税及び水とみどりの森づくり

税の収入額は、それぞれ 137百万円、529百万円でした。 
（※）自動車税（種別割）には、旧・自動車税、自動車税（環境性能割）には、旧・自動車取得税を

含む。 

 

(2) 令和５年度（2023年度）上半期の状況 

令和５年（2023年）９月 30日現在の収入状況は、付表 15（91ページ）のとおりです。 

調定額 118,170 百万円（対前年度比 100.1％）に対して、収入額は 84,847 百万円（同

95.1％）となっており、収入率は 71.8％（同 3.7ポイント減）です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

図 1　県 税 収 入 の 決 算 状 況
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※ 四捨五入により、各税目毎の税額計と合計額が合わない場合があります。

※1 自動車税（種別割）には、旧・自動車税を含む。

※2 自動車税（環境性能割）には、旧・自動車取得税を含む。
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（注）「水とみどりの森づくり税」は、個人県民税及び法人県民税に超過課税されている。 

令和４年度決算における収入は 529 百万円。（グラフ中では、内数として（ ）書き） 



 

 

 ２ 県民の税負担の状況 

県民の税負担状況は、表１及び図２（38ページ）のとおりです。 

令和３年度（2021年度）の本県の県民１人当たりの県民所得（およそ 2,651千円）に対する税

負担率は 18.4％であり、その内訳は国税 9.6％、地方税 8.8％（県税 3.7％、市町村税 5.2％）で

す。これを県民 1人当たりの税負担額にしてみますと、487,124円となり、前年度に比べて 36,508

円(8.1％)の増となっています。 

 

【参考】令和３年度（2021年度）の全国平均 

令和３年度（2021年度）の国民１人当たりの国民所得（およそ 3,213千円）に対する税負担率

は 28.9％であり、その内訳は国税 18.2％、地方税 10.7％（都道府県税 5.0％、市町村税 5.7％）

です。国民１人当たりの税負担額 927,501円です。 

 （注）１ 全国の国民所得及び税負担率は、令和５年版地方財政白書によります。 

    ２ 全国の人口は、令和４年（2022年）１月１日現在の住民基本台帳によります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１（  ）は、県民 1 人当たりの県民所得額・税負担額です。 

     なお、県民人口は、「熊本県統計年鑑（世帯数及び人口の推移）」によります。 

   ２ 県民所得（平成 24 年度（2012 年度）～令和２年度（2020 年度））は、令和２年度県民経済計算によるものです。 

     なお、令和 3 年度（202１年度）の数値は、令和２年度（2021 年度）県民所得の数値に令和３年度（2021 年度）国民所得の

対前年伸び率（令和 3 年度国民経済計算推計による）を乗じて算出したものです。  

   ３ 市町村税は、国民健康保険税を除いた数値です。 

   ４ 各項目の計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合があります。 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

（注）１ 県民人口は「熊本県統計年鑑（世帯数及び人口の推移）」によります。 

    ２ 各項目の計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合があります。 


